
雲南市告示第２６１号 

 

 

　次のとおり公募型プロポーザルを実施するので、雲南市プロポーザル方式による建設コンサルタント

等の特定手続きに関する実施要領第13条第1項の規定により公告する。 

 

　令和８年５月２１日 

雲南市長　石飛　厚志　　 

 

 

技術提案書提出説明書 

 

１．業務の概要 

(1)業務名　　木次中学校建設事業　木次中学校整備設計業務 

 

(2)業務の目的 

雲南市教育委員会では「雲南市学校施設整備保全計画」に基づき、学校施設の適切な改修と維持管

理を進めている。木次中学校において、校舎棟は建設から約50年が経過し老朽化が進んでいることか

ら、生徒の安全・安心な学習環境を確保するため建替えを行う必要があると判断し、屋内運動場や武

道場、部室棟については、必要な改修を行いながら引き続き活用することとした。 

本業務は、新たに木次中学校の校舎棟を整備するにあたり、木次中学校整備基本計画等を踏まえて

基本設計及び実施設計を行うものである。 

本プロポーザルは、より優れた設計者を選定するために公募型プロポーザル方式により広く提案

を求め、本業務に最も適した設計者を選定するものである。 

 

(3)業務の内容 

木次中学校の校舎棟に係る基本設計及び実施設計 

詳細は設計業務特記仕様書のとおり。ただし、内容については、契約時に変更する場合がある。 

 

(4)履行期間 

契約締結の翌日から令和10年3月28日まで 

 

(5)提案上限額 

￥１１８，９３２，０００円（税込） 

ただし、提案上限額は契約締結における予定価格を示すものではない。 

 

(6)業務実施上の条件 

①管理技術者（注1）及び総合・構造・設備の業務分野における主任技術者（注2）をそれぞれ1名ず

つ配置すること。 

②管理技術者は、一級建築士であること。 

③設備分野の主任技術者は、設備設計一級建築士又は建築設備士の資格を有する者であること。 

④管理技術者及び総合分野の主任技術者は、構成する企業の組織に属していること。総合分野以外の



主任技術者は、協力事務所に所属する者としても差し支えない。 

⑤管理技術者が各分担業務分野の主任技術者を兼任していないこと。また、主任技術者が他の分担業

務分野の主任技術者を兼任していないこと。ただし、管理技術者と総合分野の主任技術者は兼任を

認める。 

⑥主たる分担業務分野である総合分野を再委託しないこと。 

⑦設計共同企業体の場合、管理技術者は代表者に所属していること。 

⑧管理技術者及び総合分野の主任技術者は、平成28年4月1日以降に同種業務（注3）に携わった実績

があること。 

⑨業務の一部を再委託する場合には、再委託先の建設コンサルタントは、国及び地方公共団体の指名

停止等の措置を受けていない者であること。 

注1　「管理技術者」とは、「設計、測量業務等委託契約書」第9条の定義による。 

注2　「主任技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野の担当技術者を総括する役割を担

うものをいう。分担業務分野の分類は、総合、構造、設備（※1）とする。 

※1：令和６年国土交通省告示第８号　別添一 

１　設計に関する標準業務　＞　一　基本設計に関する標準業務　＞　ロ　成果図書 

＞　（１）戸建木造住宅以外の建築物に係る成果図書 

注3　同種業務は、延べ面積2,000㎡以上の校舎（大学、専門学校等を除く。）における改築又は

新築の基本設計業務又は実施設計業務とする。 

 

(7)説明会の開催 

本業務に関する説明会は開催しない。個別に現地調査等を行う場合は、事前に担当課（教育総務課）

へ連絡の上、教職員、生徒、来校者等に迷惑が掛からないように十分注意すること。 

 

(8)担当課 

　〒699-1392　島根県雲南市木次町里方521-1 

　雲南市教育委員会教育総務課 

　TEL：0854-40-1071　FAX：0854-40-1079 

　E-mail：kyouikusoumu@city.unnan.shimane.jp 

 

２．技術提案書の提出者に必要とされる要件 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる参加資格要件を全て満たした単体企業もしく

は設計共同企業体とする。 

(1)単体企業及び設計共同企業体の各構成員の共通資格要件 

①雲南市の測量、地質調査・建設コンサルタント等有資格者名簿に建築関係建設コンサルタント業務

で登録されていること。 

②地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 

③雲南市建設工事等入札参加者に対する指名停止等に係る措置要綱に基づく指名停止を受け、参加

表明書受付期間にその措置の期間が満了していない者でないこと。また、国及び他の地方公共団体

の指名停止等の措置を受けていない者であること。 

④会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続き開始の申し立て又は民事再

生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていない

こと。 



⑤暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力

団員又は同法第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関

与させていないこと。 

 

(2)単体企業及び設計共同企業体の代表企業の資格要件 

①建築士法(昭和25年 法律第202号)第23条に基づく一級建築士事務所の登録をし、設計・工事監理業

務を（参加表明書提出期限時点）1年以上継続していること。 

②平成28年4月1日以降に、延べ面積2,000㎡以上の校舎（大学、専門学校等を除く。）における改築又

は新築の基本設計業務又は実施設計業務（完了又は業務中）の実績があること。ただし、設計共同

企業体による受注については、代表者のみ認める。 

③島根県東部（松江市、安来市、雲南市、出雲市、奥出雲町、飯南町）に本社または入札・契約に関

する権限を委任された支社または営業所を有する者であること。 

 

(3)設計共同企業体としての結成要件 

①設計共同企業体の構成員は、代表企業1社と構成企業1社の2社とする。 

②代表企業の出資比率が1/2を超えていること。 

③本業務の履行に必要な要員を担当チームに配置できる者であること。 

④設計共同企業体の構成員は、他の設計共同企業体の構成員となることはできない。 

 

(4)協力事務所の構成要件 

単体企業及び設計共同企業体は、本業務に関して専門分野（管理技術者、総合分野の主任技術者を

除く。）についての協力者を加えることができる。ただし、協力者となった者及びその者の所属する

事務所は、本プロポーザルへの参加及び他の設計共同企業体の協力者となることはできない。 

 

(5)参加に対する制限 

次の各項目に該当する者は、単体企業及び設計共同企業体の各構成員として参加することはでき

ない。 

①木次中学校整備設計候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）の委員（以下「選定委員」

という。）。 

②選定委員及びその家族が主宰、役員、顧問をしている営利組織に所属する者。 

 

３．契約候補者選定スケジュール 

 項　　目 日　　程
 実施公告、説明書等の公表 5月21日（木）
 参加表明書等に係る質問書の提出期限 5月29日（金）
 参加表明書等に係る質問書に対する回答期限 6月 2日（火）
 参加表明書等の提出期限 6月 5日（金）
 審査結果発表（公表及び通知） 6月 9日（火）
 技術提案書等に係る質問書の提出期限 6月17日（水）
 技術提案書等に係る質問書に対する回答期限 6月24日（水）
 技術提案書等の提出期限 7月 3日（金）
 プレゼンテーション及びヒアリング審査 7月14日（火）
 審査結果の通知 7月17日（金）（予定）



４．参加申込の手続き 

(1)説明書等の交付 

①配布期間 

令和8年5月21日（木）から令和8年6月5日（金）まで 

②配布方法 

本市ホームページよりダウンロードすること。 

 

(2)参加表明書等の提出 

①受付期間 

令和8年5月21日（木）から令和8年6月5日（金）まで 

　（土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時まで） 

②提出書類及び部数 

　次の書類を正本1部、副本1部提出すること。 

ア　参加表明書（様式第1-1、1-2号） 

イ　設計共同企業体協定書（様式第2号）※単体企業を除く  

ウ　設計事務所の概要（様式第3-1、3-2、3-3号） 

エ　設計事務所の業務実績（様式第4-1、4-2、4-3号） 

オ　管理・主任技術者の経歴等（様式第5号） 

カ　協力事務所の内容等（様式第6号）※協力者を加える場合のみ 

③提出方法 

持参又は郵送（提出期限内必着のこと。） 

④提出先 

雲南市教育委員会教育総務課 

 

(3)質問の受付及び回答 

①受付期間 

令和8年5月21日（木）から令和8年5月29日（金）の午後5時まで（必着） 

②提出方法 

参加表明に関する質問がある場合は、参加表明書等に係る質問書（様式第13号）を電子メールに添

付し、担当課宛に提出する。なお、電話、口頭等による質問は受け付けない。 

※電子メール送信後に連絡すること。 

③回答方法 

令和8年6月2日（火）午後5時までに本市ホームページに掲載する。また、回答内容は、本説明書の

追加または修正として取り扱うものとする。 

 

５．技術提案書提出者の選定 

(1)選定方法 

技術提案書の提出者は、次の基準に基づいて5者程度選定する。 

【技術提案書提出者の選定基準】 

 評価項目 評価事項(配点)
 (1)設計事務所の業務遂行力 ①専門分野の技術者数　（20点） 

②設計事務所の同種業務実績　（20点）



 

(2)結果通知 

選定結果は、令和8年6月9日（火）までに参加表明書提出者全員に電子メールにより通知するとと

もに文書にて通知する。 

 

６．技術提案書等の提出 

(1)技術提案書の提出 

①受付期間 

令和8年6月10日（水）から令和8年7月3日（金）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時まで） 

②提出書類及び部数 

　次の書類を正本1部、副本10部提出すること。 

ア　技術提案書（様式第7-1、7-2号） 

イ　業務の実施方針及び手法（様式第8号） 

ウ　特に重視する設計上の配慮事項（様式第9～12号） 

③提出方法 

持参又は郵送（提出期限内必着のこと。） 

④提出先 

雲南市教育委員会教育総務課 

 

(2)質問の受付及び回答 

①受付期間 

令和8年6月10日（水）から令和8年6月17日（水）の午後5時まで（必着） 

②提出方法 

技術提案書に係る質問がある場合は、技術提案書等に係る質問書（様式第14号）を電子メールに添

付し、担当課宛に提出する。なお、電話、口頭等による質問は受け付けない。 

※電子メール送信後に連絡すること。 

③回答方法 

令和8年6月24日（水）午後5時までに本市ホームページに掲載する。また、回答内容は、本説明書

の追加または修正として取り扱うものとする。 

 

７．技術提案書の特定 

(1)特定方法 

技術提案書類及びプレゼンテーション内容について、選定委員会において、次の技術提案書評価基

準に基づき最優秀設計者及び優秀設計者を選定する。 

①選定委員 

島根県立大学教職センター特任教授、島根大学総合理工学部建築デザイン学科教授、木次町地域自

主組織連絡協議会会長、木次中学校校長、木次中学校ＰＴＡ会長、雲南市教育委員会教育長、雲南

市教育委員会教育長職務代理者、雲南市建設部長 

 

 (2) 管理技術者等の技術力 管理技術者及び総合分野の主任技術者の同種業務実

績、保有資格、実務経験年数、CPD取得単位数　（60点）



②技術提案書評価基準 

 

(2)プレゼンテーションについて 

①実施日 

令和8年7月14日（火） 

※時間、場所及び注意事項等は、技術提案書提出者に対して別途連絡する。 

②出席者 

管理技術者、主任技術者及び担当技術者のうち3名以内とする。 

③実施方法 

プレゼンテーションは、出席者が説明を行い、その後質疑応答を実施する。 

 

(3)結果通知 

選定結果は、令和8年7月17日（金)（予定）までに技術提案書提出者全員に電子メールにより通知

するとともに文書にて通知する。また、審査講評については、本市ホームページで公表する。 

 

８．契約の締結 

雲南市は、選定委員会が選定した最優秀設計者と契約交渉を行うものとする。ただし、不調となった

場合は、優秀設計者と契約交渉を行うことができるものとする。 

 

９．非特定理由等に関する事項 

　技術提案書提出者として選定されなかった者又は技術提案書が特定されなかった者は、雲南市長に

対してその理由について説明を求めることができる。 

(1)請求期間 

5(2)又は7(3)の結果通知をした日の翌日から起算して7日（休日を含まない。）以内とする。 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時まで） 

 評価項目 評価事項
 (1)業務の遂

行に関する

事項

①技術提案書提出者の選定基準による　（10点）

 ②本業務への取組意欲　（10点）
 ③業務実施方針、取組体制・設計チームの特徴　（10点）
 (2)特に重視

する設計上

の配慮事項

①立地条件を考慮した敷地利用に関する考え方　（10点） 

・自然豊かな周辺環境との調和と既存建物との関係について 

・工事中の安全確保について 

　・今後の屋内運動場等の建て替えについて
 ②新しい時代の学びを促進し、社会で生きる力を育む空間づくりに関

する考え方　（20点） 

　・主体的、対話的で深い学びの実現について 

　・学校運営や教育方法における変化への対応について 

　・同学年、異学年との交流について
 ③ライフサイクルコストと環境負荷の低減に関する考え方　（20点） 

　・建設と解体、維持管理におけるコストの削減について 

　・雲南市脱炭素社会実現計画に沿った施設計画について 

　・パッシブデザインとアクティブデザインについて
 ④基本計画等に記載のない事項に関する独自提案　（10点）
 (3)価格に関

する事項

①業務委託料の参考見積金額　（10点）



(2)回答 

説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内に書面により行う。 

(3)提出方法 

持参又は電子メール 

※電子メールの場合は、送信後に連絡すること。 

(4)提出先 

雲南市教育委員会教育総務課 

 

10．失格事項 

　次のいずれかに該当したものは失格とする。 

(1)提出書類について、期間内に提出がなかった場合 

(2)提出書類に虚偽の記載をした場合 

(3)提出書類の記載すべき部分が記載されていなかった場合 

(4)審査の公平性を害する行為があった場合 

(5)その他本説明書及び本市が指定した事項に違反した場合 

 

11．その他 

(1)参加申込書及び技術提案書の作成及び提出等に要する費用は、参加者の負担とする。 

(2)本手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本円とする。 

(3)提出された書類は返却しない。 

(4)提出された参加申込書及び技術提案書は、本プロポーザル審査に関する事項以外で参加者に無断で

使用しない。なお、審査に必要な範囲において複製をすることがある。 

(5)技術提案書に虚偽の記載をした場合は、当該技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした

者に対して指名停止を行うことがある。 

(6)提出期限以降における参加申込書及び技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。また、提出書

類に記載した配置予定の管理技術者及び主任技術者は、特別な事情がない限り変更はできない。 

(7)プロポーザルは、設計候補者を選定するために必要な提案を受けるものであり、雲南市は特定され

た技術提案書の内容に拘束を受けるものではない。


